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従属変数として，商品タイプ(4)×ジェンダー描写タイ

プ(2)要因配置の分散分析を行い，次に，最終的な目的

変数を「行動意図」とするモデルを仮定し，広告のコ

ミュニケーション効果を規定する要因を明らかにするた

めのパス解析を行っている。

分散分析およびパス解析の結果は次の通りである。ｌ）

広告のコミュニケーション効果は，「対広告評価→対広

告商品評価→行動意図」という一連の過程を経る，２）テ

レビ広告におけるジェンダー描写は，３つの側面のうち

｢対広告商品評価」に影響し，ジェンダー描写が非従来型

である方が従来型よりも優れたコミュニケーション効果

をもたらす，３）肯定的なジェンダー・アイデンティ

ティを形成している者は，ジェンダー描写が非従来型の

広告を好ましく思う傾向が強いことを示している。

第９章では，第５章から第８章までの実証研究より得

られた知見を整理し，今後のテレビ広告におけるジェン

ダー描写のあり方を論じている。現在の日本のテレビ広

告には伝統的なジェンダーや性役割観を反映した描写が

多く，そのような描写は男女の活動の場を限定したり女

性の性の商品化を促すといった点から好ましくないと述

べている。そしてジェンダー・ニュートラルな社会の実

現が求められる今日，テレビ広告においては伝統的な性

役割観を反映したジェンダー描写を減らし，テレビ広告

におけるジェンダー・ステレオタイプを低減していくこ

とを主張している。

以上のように，本論文は，内容分析，質問紙調査，実

験という３つの手法を組み合わせて，テレビ広告のジェ

ンダー描写とコミュニケーション効果を手堅く体系的に

検討した実証研究である。結果として，ジェンダー・ス

テレオタイプの存在が裏付けられ，不平等な性別役割や

女性を性の対象として扱う傾向を批判するフェミニスト

の見解を支持する恰好にはなっているが，著者は当初か

ら結論が見えているような形の分析とは一線をlIIIiし，終

始一貫して客観的な立場を堅持して研究を進めた点に，

著者の研究者としての姿勢をみることができる。

これまで，テレビドラマのジェンダー描写に関する研

究は多数蓄積されてきたが，テレビ広告のジェンダー分

析はほとんど未開拓の領域である。ドラマと比べてテレ

ビ広告は，その時間的制約からごく短い描写にメッセー

ジが濃縮されており，強い訴求力とインパクトをもつも

のと思われる。そのうえ反復放映されるため，テレビ広

告のジェンダー描写が受け手に与える影響はドラマより

も大きいと考えられ，著者が社会心理学的研究が少ない

テレビ広告を研究対象に選んだことは，十分に意義があ

るといえる。特に，テレビ広告におけるジェンダー描写

の実態を明らかにするために綿密な内容分析を行い，欧

米の先行研究に対抗できる日本のデータを提示したこ

と，クラスター分析によってテレビ広告の主人公を類型

化して主人公のプロトタイプを抽出して，新たな分析の

視点を提示したことは高く評価できる。本研究の成果

は，今後多くの研究を触発し，広く生かされるに違いな

いｏ

実験研究では通常の分散分析に加えて，パス解析に

よって諸変数の効果を相対的に検討するなど分析上の工

夫をこらしているが，結果は商品によってかなり異なっ

ており，一般的な結論を導くことは難しい。これは，既

存のテレビ広告を用いたことによる制約ではあるが，今

後の研究の検討課題である。考察の部分でポルトガル語

に堪能な著者は，ポルトガル語の男性名詞，女性名詞に

言及し，各商品を表わす名詞の性が，商品の広告の主人

公の性に対応しているという，興味深い指摘をしてい

る。著者の織密で手堅い研究能力は，本論文で十分に示

されたことを踏まえ，今後はこうした独自の視点を大胆

にふくらませた研究を発展させることを期待したい。ま

た，下位カテゴリーの分析を行った部分には記述に冗長

な個所があり，一層の工夫が望まれる。

このような課題は残るものの，それは今後の研究に期

待するものであって，本論文は博士論文として質量とも

に十分な内容を備えており，博士（社会学）の学位に値

するものであると判断する。
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論文審査の要旨

１．本論文内容の要旨

本論文「心理療法，ストレスマネジメント，メンタル

ヘルスのための問題解決に関する研究」で述べられてい

ることは，４点にまとめられる。

①基礎科学である認知心理学は，応用的な心理臨床

の分野に理論的・実践的に適用可能である。そして

両者の相互交流のさらなる活性化により得られるも

のは大きいであろう。その際，「問題解決」という共

通概念を理論的にも実践的にも用いることができ

る。

②認知療法を中心とした臨床心理学・心理療法の分

野における問題解決的アプローチは治療，ストレス

マネジメント，メンタルヘルスなど，心理社会的適

応とその向上のために有効である。

③Ｄ，Zurillaらが提示している社会的問題解決モデ

ルは，「ストレスマネジメント，メンタルヘルスのた

めの問題解決スキーマ」として内的構造化されう

る。そしてそのことによって誰もが自分自身のメン

タルヘルスについてのエキスパートとなることがで

きる。そのためには日常的実践が繰り返されること

が必要である。

④心理療法は，治療者と患者による共同的問題解決

過程であると捉えることができ，その治療過程は両

者の協力関係のもとで行なわれる「逐次グレード

アップ咽問題解決」の過稗であると考えられる。治

療者は問題解決のエキスパートとして機能し，治療

が進むにつれて，患者は自分自身のメンタルヘルス

のためのエキスパートとして成長することができ

る。

本論文は以上の４点を，理論・実験・事例によって示

した研究である。

本論文の構成は，次のようである。

第１章認知心理学と臨床心理学の相互交流：問題解

決という共通テーマ

１．１基礎科学としての認知心理学

１．２認知心理学のさまざまな分野への応用

１．３認知心理学と臨床心理学の相互交流

1．４認知療法と認知心理学とのかかわり：問題解

決という共通テーマ

第２章認知心理学における問題解決研究

２．１心理学における問題解決研究の歴史

4７

２．２問題解決のプロセス

２．３問題解決に関するエキスパート研究

２．４問題解決における転移について

２．５問題解決システムとしての人間，問題解決プ

ロセスとしてのｕ常生活

２．６問題解決研究の問題点および展望

第３章臨床心理学における問題解決研究：認知療法

を中心に

３．１認知療法における問題解決的アプローチ

３．２メンタルヘルスと問題解決

３．３社会的問題解決に関する研究

３．４問題解決訓練・問題解決療法(PST）

第４章ストレスマネジメント，メンタルヘルスのた

めの問題解決スキーマ

４．１ストレスマネジメント，メンタルヘルスのた

めの問題解決

４．２ストレスマネジメント，メンタルヘルスのた

めの問題解決スキーマの形成

第５章共同的問題解決プロセスとしての心理療法

５．１心理療法自体を問題解決プロセスとみなす

５．２面接初期：共同的問題解決チームの確立と治

療目標・治療梢造の決定

５．３面接中期：患者の抱える問題の共同的解決過

程

５．４面接後期：患者自身が問題解決のエキスパー

トになる

第６章ＴＡＴ図版を川いた物語作成課題における問

題解決スキーマの形成実験

６ ．１目的

６．２手続き

６．３実験結果

６．４結果の分析

６．５結果の考察

６．６結論

第７章事例：「うっ」の現実的セルフコントロールを

目標とした症例

７．１事例の概要

７．２面接の経過

７．３事例のまとめ

結論

参考文献

各章の内容を紹介する。

第１章「認知心理学と臨床心理学の相互交流：問題
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解決という共通テーマ」

基礎科学としての認知心理学の成果を，具体的，実践

的に適用しようという試みが，教授心理学や意志決定の

支援などで行なわれているが，とりわけ臨床心理学との

関連では，認知カウンセリング，心理療法についての研

究が行なわれ，人間の日常的な行動・情動やストレスを

情報処理的なアプローチによって把握しようという試み

がされている。また精神分析学におけるフロイドの発想

を見直そうという動きもある。このような認知心理学と

臨床心理学の相互交流において，認知療法と認知心理学

は，情報処理的なアプローチをとり，人間を「環境との

相互作用において，情報を取り入れ，加工し，環境に働

きかける，能動的な情報処理システム」として考える点

で，基本的に共通しているが，「問題解決」というテーマ

をとりあげることで認知心理学と臨床心理学の統合を具

体的に行なえるのではないかと論じている。

第２章「認知心理学における問題解決研究」

この章では，認知心理学における問題解決研究の歴史

を概観し，人間の問題解決はどのようなプロセスをたど

るのかをまず考え，そして，問題解決研究を臨床心理学

に役立てるために有用であると思われる、エキスパート

研究，転移，日常生活における問題解決について具体的

に論じ，最後に認知心理学における問題解決研究の成果

を臨床心理学，心理療法に応用するためには，問題解決

過程に情動や動機づけの影響や，生理的，身体的条件，

解決に要する時間との関係，また問題解決における他人

の援助や道具の利用がどういうふうに関連しているのか

等，さらに研究する必要があることを指摘している。と

くに日常生活における問題解決研究の少なさを問題にし

ている。

第３章「臨床心理学における問題解決研究：認知療

法を中心に」

この章では，まず認知療法全般における問題解決アプ

ローチについて概観し，次にメンタルヘルスと問題解決

の関係を考え，そして，社会的問題解決と呼ばれる一連

の研究についてまとめた。とくに，認知療法のなかでも

問題解決を中心に治療・訓練を行なう「問題解決訓練・

問題解決療法(ProblemSolvingTraining・Problem

SolvingTherapy:ＰＳＴ)について，その目的や過程，適

用や効果について論じた。

第４章「ストレスマネジメント，メンタルヘルスの

ための問題解決スキーマ」

この章では，健康的で適応的な日常生活を維持してい

くためには，問題解決的な視点からのアプローチが有効

であるという考え，さらに，どうすれば問題解決的な視

点を持つことができるか，問題解決的な視点とは具体的

にどのようなものなのか，ということに関して，認知心

理学および認知療法における問題解決研究を関連づける

作業が必要であることを論じ，その関連づけの一つの試

みとして，「スキーマ」の概念を活用することを提案して

いる。問題解決的な視点をひとまとまりの「問題解決ス

キーマ」として学習し，長期記憶内に構造化された場合，

日常生活で問題解決スキーマが適切に働くことによって

健康的で適応的な日常生活が送れるのではないかと考え

た。そこでスキーマ理論を概観し，スキーマを「長期記

憶内のひとまとまりの認知構造」と定義し，そのスキー

マとして構造化された情報は，何らかの刺激によって活

性化され，場面の理解を規定する働きがあり，スキーマ

はひとつの明確なまとまりを持ち，したがってもしス

キーマの一部が活性化されると，そのスキーマ全体が活

性化されるまで情報処理の進行は止まることはないとい

う「完結性」の性質をもつことを論じ，最後にスキーマ

の形成に関して論じた。

第５章「共同的問題解決プロセスとしての心理療法」

この章では，心理療法を「治療者と患者の共同チーム

による問題解決プロセス」としてとらえ，面接を進めて

いくことが筆者を支える治療観・治療スタイルであるこ

とが述べられ，第１章から第４章で述べてきたことをふ

まえ，心理療法自体を一つの問題解決プロセスとしてと

らえて，それをどう進めていったらよいのか，というこ

とについて，筆者の臨床経験を踏まえて論じている。認

知療法は近年ますます統合性を重視し，さまざまな技法

を含むパッケージ的な治療法として発展している。さら

に，認知療法は多様な視点を治療理論に組み込んでいる

ことに触れている。その視点は,①治療者一患者間の関係

性の亜視，②「心理教育」「精神教育｣，③セルフコント

ロール力，メタ認知能力の重視，④患者へのフィード

バックを怠らないこと，患者の質問に答えること，対話

の重視，⑤スキルの学習，獲得，⑥相互作用論，⑦危機

介入の概念が含まれること，⑧科学的基礎理論を治療論

の基礎としていること，⑨再発予防の視点が治療に明確

に組み込まれていること，⑩治療者自身の問題解決能力

への言及がなされていること，⑪実証的な効果研究を地

道に行なっていること，⑫他の治療法との併用，統合を

積極的に図っていること，⑬必ずしも短期終結を目指さ

ない事例を認めていること，等，認知療法がすぐれて

パッケージ的・統合的な治療論，治療スタイルをもつこ

とを指摘している。さらに，治療者-患者による共同的問



題解決プロセスとしての心理療法について，面接初期，

面接中期，面接後期に何がなされるのか，治療者として

の留意点は何かを論じている。

第６章「ＴＡＴ図版を用いた物語作成課題における

問題解決スキーマの形成実験」

この章では，話は一転して問題解決スキーマ形成実験

を行っている。問題解決スキーマの形成の可能性やその

効果を予備的に調べるために，外的な問題解決スキーマ

を提示し，被験者に擬似的にスキーマを形成させ，その

効果を調べるという実験を行った。

ＴＡＴによる物語作成が一つの問題解決過程と考え，

ＴＡＴ物語を作らせる時に，一連の問題解決条件を提示

し，提示する問題解決条件の抽象化のレベルの違いに

よって，どのような差異が生じるのか調べた。ＴＡＴ図

版は１３ＭＦの図版一枚を用意し，大学生・大学院生３０

名に物語を作らせた。物語を作らせる時，問題解決条件

として３条件（各群１０名づっ）提示した。第一条件群

は，「問題解決」という言葉のみをカードにより提示し，

第二条件群は，問題解決の手順をカードにより提示し，

第三条件群は，Ｄ'Zurilla(1990)による「ストレスマネ

ジメントのための問題解決トレーニング」マニュアルを

詳細に提示した。各被験者に対しては，ベースラインと

して何も条件をつけないで物語を作らせることと，二度

目に条件をつけて物語を作らせることをした。ＴＡＴ図

版１３ＭＦを用いたのは，男女共用図版であることと，物

語が作りにくく，ネガティヴなイメージが浮かびやすい

ことから選んだ。物語を作成させた後，①物語の主人公

を特定させたり，②場面の分割，③場面の分割で特定さ

れた場面ごとの主人公の気持ちを想像し，言葉で表現す

るように教示した。同時に，場面ごとの主人公の気分の

良し悪しを７段階尺度で同定してもらった。さらに，

作った物語に対する感想を自由に話してもらい，その

後，物語に対する好き嫌いを７段階尺度で同定しても

らった。

結果については，①物語のテーマ・内容に関して，

ベースライン時には，３０人中２７人のストーリーがネガ

ティヴな結末になっており，つまり被験者の作った物語

のテーマや内容が非常に似通っていた。それが問題解決

条件を与えることによって，物語のテーマ・内容が複雑

多様化し，３０人中２５名の被験者が「主人公が自分や他

人のために，能動的に何かをする，決意する，変える」

という話を作り，話の結末はネガティヴとかポジティヴ

とかは一概に言えないようなものが多く，それだけに内

容が複雑多様化した。この傾向はどの条件群にも等しく
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みとめられた，「主人公が自分や他人のために，能動的に

何かをする，決意する，変える」という話を作ったのが，

第一条件群では９人，第二条件群では６人，第三条件群

では１０人全員というように，第二条件群ではやや少な

かったのが注目される。問題解決条件設定によって，物

語のテーマ・内容が複雑多様化し，その人らしさが表れ

たということは，問題解決スキーマが内容を拘束せず形

式的・手続き的であることがこれである程度裏付けられ

たと言えるだろう。また，問題解決条件設定によって主

人公の能動性・主体性が高まったことは，問題解決的な

視点がそのような特性を有することを示唆している。と

くに「問題解決」という語を与えられただけの第一条件

群でもそのような傾向がみられたということは，被験者

のもともと持っている問題解決スキーマ自体に能動性・

主体性を引き出す働きがあることが考えられる。

②主人公の選択は，ベースライン時に，男性を主人公

としたのが２８人，条件設定時に男性を主人公としたの

が２９人であり，実験に影響を与えなかった。③時制の

変化をみると，ベースライン時では，すべての群におい

て，未来に比べて過去や現在が有意に多く語られたの

が，問題条件設定によって，物語の中の過去・現在・未

来のバランスが良くなった。全条件群において，すべて

時制が有意差なく同じ頻度で語られたのである。条件間

には差がみられなかった。問題解決的な視点は「未来志

向的」であり，それが過去・現在・未来の三つの時制を

バランスよく見渡す作用をもつものであるということが

示唆される。④物語の継続・変更については，３０人のう

ち約半数の１６人が，ベースライン時の話を継続させて

条件設定時の物語を作った。とくに第一条件群では１０

人中７人もの被験者が，条件設定時にベースライン時の

物語をそのまま展開させたことが注ｎされる。これは問

題解決条件が，物語をそのまま継続することを許容する

ものであったことを示しており，また，主人公の性別条

件設定によって変化しなかったことを併せて考えると，

問題解決的な視点は，見方を根底からガラリと変えるも

のではなく，その人の視点の基盤をそのまま保つ働きを

もつことが示唆される。

⑤場面数については，問題解決条件設定によって，全

体的に有意な場面数の増加がみられた。とくに，第一条

件群の場面数の増加が有意であることがわかった。第

二，第三条件群で提示された条件は，そもそも段階的，

プロセス的なので，それをもとに作話したときに場面数

が増えるのは当然ともいえるが，「問題解決」という一語

のみを与えられた第一条件群で，最も顕著に場面数が増
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加したという結果は，被験者のもつ問題解決スキーマが

もともとプロセス志向的であるということが示唆され

た。⑥物語の長さの変化については，条件設定によって

物語は，全体的に有意に長くなる傾向がみられ，とくに

第二条件，第三条件群においてはそれが顕著であった。

場面数の増加を考えると，問題解決条件が被験者の作話

内容をよりプロセス的な方向に引っ張り，そしてより豊

かなものにしたと考えられる。⑦物語中の主人公の問題

解決的対処をみると，物語中に主人公が何らかの問題解

決対処をするという話を作った被験者数は，問題解決条

件設定によって有意に増えた。また物語中の主人公の問

題解決的対処数も，どんな条件群でも条件設定によって

有意に増加していた。主人公の問題解決的対処を認知的

なものと行動的なものに分類してみると，まず全体的に

みてみると，ベースライン時には認知的対処に比べて行

動的対処が有意に多く，問題解決条件設定時には有意に

認知的対処が多かった。条件ごとにみると，第一条件設

定時には認知的対処と行動的対処数に有意差はなかった

が，第二，第三条件設定時には，行動的対処に比べて認

知的対処の数が有意に多かった。また問題解決条件設定

の対処数を条件ごとに比べてみると，全対処数と認知的

対処数は第一条件，第二条件，第三条件と進むにつれて

有意に増加する傾向がみられ，行動的対処数は条件間に

差がみられなかった。問題解決トレーニング・問題解決

療法(PST)では認知的要素を重視し，認知に対する働き

かけの少ないＰＳＴは不完全で効果が低いことが証明さ

れている(Cormiereta1.,1986;Ｎｅｚｕ＆Perri,1989)．こ

の実験では，とくに第三条件で使われたり'Zurilla

(1990）によるＰＳＴは認知に対する働きかけがしっかり

とおこなわれており，その有効性が示唆される。

⑧主人公の気分については，問題解決設定条件によっ

て全体的に気分が有意に上昇することが示された。条件

別にみると，この傾向はとくに第三条件において際立っ

ている。とくに第三条件にあたる体系的にＰＳＴを受け

た被験者の作成した物語中の主人公の気分が明らかに高

かったということは，ＰＳＴの目的にかなっている傾向

である。⑨ストーリーに対する好き嫌いについては条件

別には明確な差はみられなかったが，全般的に問題解決

条件設定時に作られた物語に対する好き嫌いは，ベース

ライン時に比して変わらないかより好きになる傾向が有

意に示された。問題解決条件がポジティヴな方向に向け

ることを示している。

今回の実験は，ＴＡＴという投影法による作話行動に

問題解決条件を課したものである。そこには二つの問題

解決が含まれていた。一つはストーリー中の問題解決，

もう一つは作話という被験者の問題解決である。①から

⑨までのようなさまざまの結果により，問題解決条件は

作話行動に含まれる二つの問題解決に影響を与えたこと

がわかった。最後に，以上のように問題解決条件の効果

がみられたが，条件設定時における被験者の実験や実験

者に対する「慣れ」の効果があったと考えることもでき

るので，２回目の作話時に何の条件も課さない統制群を

おくべきであり，そのことによってより明確に条件設定

時の変化を読み取ることができたはずであることを反省

している。

第７章「事例：うつの現実的セルフコントロールを

目標とした症例」

この章では，再び認知療法の問題に帰り，第５章で述

べた「治療者-患者の共同的問題解決過程としての心理

療法」という考えに基づいて行なわれた事例を紹介す

る。

クライエント（患者）は，Ｙさん。男性。３４歳。東京

出身。大卒後，大手電気メーカーに就職。営業職。家族

歴は，生育家族は両親とクライエントの３人。一人っ

子。父は２０代の時に内因性そううつ病と診断され，長

年治療を受けている。クライエントは３年半前に４歳年

下の女性と結婚。２歳半の長男がいる。現在，両親と妻

子と住むが，住居は二世帯型となっている。クライエン

トは，大学３年時にうつのエピソードあるが，受診せ

ず。就職後２８歳時に２回目のうつ。当時の勤務地（Ｓ

市）の総合病院精神科を受診◎服薬により症状消失。６

年前に東京に転勤となり，勤務直後に３回目のうつが生

じ，治療者の勤務するＳクリニックで受診。以来２，３週

間に一度，医師の診察，投薬をうけている。主治医はは

じめＤｒ．Ａであったが相性合わないと感じ，途中から

Dr.Ｂに替わっている。６年近く薬物療法中心でやって

きたが，Ｄｒ.Ｂがクライエントに心理療法を勧め，初回

面接となった。治療者はＤｒ.Ｂにクライエントは外因性

のうつ症状を示していると思われるので，主にうつのコ

ントロールを教えて欲しい，と依頼された。面接の経過

は第１期から第111期にわけて考察される。

第１期（第１回～第４匹I面接）では，治療者-クライエ

ント間の共同関係を速やかにつくると共に，心理テスト

にＳＣＴを用い，面接によってクライエントの病理水準

やパーソナリティを把握し，治療者なりの治療計画を立

てた時期である。面接では，症状を含めた問題状況の同

定，具体的な治療目標の設定に焦点が当てられた。クラ

イエントはセルフコントロールのために心理療法を受け



る意志はあったものの，受け身的，回避的なパターンを

随所で示していた。セルフモニタリング的なホームヮー

クを行なうことや，具体的・現実的な範囲での問題解決

の必要‘性を治療者が繰り返し述べたことにより，次第に

治療における患者の主体性がクライエント自身に自覚さ

れてきた。クライエントはもともと力のある人で，治療

者の働きかけやホームワークに対する反応がよく，心理

療法の動機づけの高さも手伝って，早いうちに，治療

者-クライエント間の信頼関係はある程度確立され，現

実的な治療目標についても両者で合意することができた。

第11期（第５回～第９凹面接）では，症状に関係ある

クライエントの認知や行動に焦点を当て，落ち込みを適

応的な範囲にとどめたり，午後の眠気に対処したりする

ための考え方や方法をクライエントが修得していった時

期である。この時期には主にクライエント情報を提供し

アドバイスを求め，治療者がそれに答えるというパター

ンが繰り返された。そのアドバイスの中で，治療者は問

題解決的認知や問題解決的対処の重要性を繰り返し述

べ，クライエントの実践を求めた。クライエントは治療

者のアドバイスを実生活において実践し，それをモニタ

リング，面接においてその経過や結果を治療者に報告を

するという作業を丁寧に行なった。治療者はそのような

クライエントの報告内容や面接での在り方などを詳細に

把握し，アセスメントし，その内容やさらなるアドバイ

スをクライエントにフィードバックした。まさしく「共

同的逐次グレードアップ型問題解決」がこの時期におい

て図られたのである。この時期における治療者の役割

は，クライエントの在り方や動きを一段上からモニタリ

ングし，プランニングし，コントロールするメタ認知的

なものであった。そして逐次グレードアップ型問題解決

の過程が進むうちに，クライエントは治療者の担ってい

たメタ認知的機能を徐々に内面化していったと考えられ

る。

第111期（第１０回～第１１回面接）では，クライエン

トが学習した問題解決認知，問題解決対処の般化を目的

にした時期である。面接の目標だった「落ち込んで仕事

ができなくなることへのセルフコントロール」が日常的

にできていることを確認し，面接全般を振り返った。ま

た今後問題になりそうなことについて予防的に話し合

い，通院自体の終了についても話し合って終了とした。

第１期，第11期で治療者によって提示され，患者によっ

て実践されつづけた問題解決的認知や問題解決的対処

が，ひとまとまりの内的構造（スキーマ）としてクライ

エントに形成されたことを治療者とクライエントが共に
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実感したことから，治療終結が意識されるようになっ

た。通常はこの時期の面接回数はもう少し多いのだが，

この事例においては，クライエントの能力の高さ，（例え

ば，クライエントは治療で学んだことを自発的にノート

にまとめており，その内容も適切であった)，期間をあけ

た２回の面接で終結とすることができた。

以上のように，本論文は，第１章から第５章にわたっ

て，第１には，心理療法は治療者と患者による共同的問

題解決としてとらえることができる，第２には，とくに

心理療法を中心とした問題解決的アプローチはストレ

スマネジメントやメンタルヘルスなど心理社会適応の

回復および向上にとって有効である，第３に，中でもＤ，

Zurillaによる社会的問題解決モデルをとりあげて，そ

の実践を通じてだれもが自己のストレスマネジメントの

エキスパートになれる点で汎用性のある有効な心理療法

である，と著者は主張している。その主張は必要にして

十分な関連文献の渉猟と明快な理論構成の上に構築され

ていて，非のうちどこがない。

ところが，第６章になって，ＴＡＴ図版を１枚使って

ＴＡＴ物語を作らせ，それを課題解決過程とみなし，そ

こに３つの課題解決条件，つまり第１条件は「問題解

決」と書いたカードを提示する条件，第２条件は手順を

書いたカードを提示する条件，第３条件はＤ'Zurillaの

ストレスマネジメントの問題解決トレーニングの詳細を

書いたパンフレットを提示する条件，を提示し，問題解

決という言葉の提示によってでもＴＡＴ物語の作話内容

や作話そのものに影響があることを見出し考察を展開し

ているが，この章で取り上げた研究そのものは理解でき

るが，第５章までうけてきたものとの文脈的連結が十分

繋がっているとは思えない。しかし，臨床的な論文の流

れの中に突如，実験を取り入れたので文脈上統制がとれ

なかったのもやむを得ないと思われる。次の第７章に移

ると，これは事例として，うつの現実的セルフ・コント

ロールを目標とした症例で，この症例の事例報告は一事

例であるけれども非常によく書けている。よいクライエ

ントにめぐまれたこともあるが，認知療法の良い点を

ケースの展開の中でうまく活用した手腕は見るべきもの

がある。診断でのＳＣＴの分析は行き届いていて異論が

ない。クライエントに対して論理的説得を重視している

のだが，その説得をクライエントに受け入れやすいよう

にソフトな形で行ない，クライエントをうまく受容し，

うまく対処している。技術的にうまいというだけではな

く，認知療法と行動療法を非常によくこなしていて，問
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題解決という視点からいつもクライエントを見つめてい

こうという姿勢が良い展開を生んだのではないだろう

か。事例の提示は見事であったが，少し注文をつけると

すると，この事例の提示と第５章まで述べてきたことと

の対応をつけるとよかったのではないかと思われる。例

えば，この事例の中でもスキーマができたといっている

が，どういうスキーマがどういうふうにできてきたかと

いうことを，第５章のＤ，Zurillの社会的問題解決モデ

ルと結びつけてくれるとよかったのではないか，そうな

るとさらに第６章の実験との連結もできたのではない

か，と考えられる。また第６章での実験で図版１枚だけ

でなく，ここで使った図版と対比的な図版を提示するこ

とによって被験者の中に湧いてくる感情的認知的側面が

もう少し豊かに捉えることができたのではないか。ま

た，問題解決スキーマの形成は何度も何度も繰り返して

だんだん作りあげられると指摘していたが，今回の実験

がどの程度繰り返せば第７章にあるような実際場面に

生かせる形になるのか，そのあたりの考察があったら面

白かったと思う。さらに第７章では，治療は共同で治療

関係を作り上げていくものだと事例で書かれているが，

そこの情緒的つながりとか治療関係という要因が，第６

章の問題解決のスキーマを形成する実験の時どういうふ

うに影響するのかについて考察すれば第５章と第７章

にはさまっても文脈的連結がとれたのではないかと思わ

れる。

このように本論文についていろいろ注文がつけられる

が，本論文で展開していることはそれなりに高い評価に

値するものであり，注文については今後の研究課題とい

えよう。認知科学を土台とした認知療法を問題解決ス

キーマの働きとみなし，その効果について実験で明らか

にし，さらに認知療法の実践の見事な事例を示した研究

は，わが国の認知心理学領域，及び臨床心理学領域の両

者に貢献する研究である。筆者を研究者としても臨床家

としても十分自律して行けると判断し，本論文は課程博

士，博士（社会学）を取得するに十分な要件を満たして

いると判断する。

社会学博士（平成１１年６月９日）

乙第３２８６号神田より子

亜女と修験の歴史的変遷に関する
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論文審査の要旨

本論文は里女と修験という超自然的な存在と人々の間

に立つ媒介者として活動する宗教的職能者の実態を，民

俗調査と文献史料を合わせ用いながら，その歴史的変遷

を解明して，宗教民俗学的に考察している。考察の対象

の中心は岩手県の陸中沿岸地方を中心に今でも宗教活動

を続けている駆女である。彼女らは自身を「神子」と称

し，近世期には修験道の各派に所属していた。その解明

にあたっては修験との関わりの歴史的な変遷を中心に，

その生活誌や現在の宗教活動を遡及的に考察し，宗教的

世界観を分析した。従来の民俗学や文化人類学の宗教的

職能者の研究は現行の実態に基づくものが多く，本論文

のように多くの歴史史料と聞書の伝承から厚みのある考

察を加えたものは殆どなかった。また，従来の研究では

修験と駆女は個々に考察がなされており，その相互関係

について本格的に取り組んだのは本論文をもって噴矢と

する。その意味で本論文は学界への大きな寄与である。

本論文は全４部からなり，以下のように構成されてい

る。

序論

第１部里女の研究史

第１章日本民俗学における駆女研究史

第２章宗教学・精神医学・文化人類学における

シャーマニズム研究史

第３章里女と修験の関わりに関する歴史的研究

第４章本論の視点一地域研究と駆女

第２部神子と修験の関わりの歴史的変遷

第１章歴史的概観

第２章近世期羽黒山正善院文書に見る神子の位置付

け


